
62 経営所得安定対策

＜対策のポイント＞
諸外国との生産条件の格差から生ずる不利を補正する畑作物の直接支払交付金及び農業収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和する米・畑作物の
収入減少影響緩和交付金を担い手（認定農業者、集落営農、認定新規就農者）に対して直接交付します（いずれも規模要件はありません。）。

＜政策目標＞
米・麦・大豆等の土地利用型農業の経営体の経営の安定

令和８年度予算概算決定額（所要額）246,235百万円（前年度 254,092百万円）

＜事業イメージ＞＜事業の内容＞

１．畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）
（所要額）192,413百万円（前年度 202,384百万円）

諸外国との生産条件の格差による不利がある畑作物を生産する農業者に対して、
経営安定のための交付金を直接交付します。

２．米・畑作物の収入減少影響緩和交付金（ナラシ対策）
（所要額）46,777百万円（前年度 44,604百万円）

米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょの令和７年産収入額の合計が、
過去の平均収入である標準的収入額を下回った場合に、その差額の９割を農業者
と国が１対３の割合で負担し、補塡します。

３．経営所得安定対策等推進事業等 7,046百万円（前年度 7,104百万円）
農業再生協議会が行う水田収益力強化ビジョン等の作成・周知や経営所得安定

対策等の運営に必要な経費を助成します。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］農産局穀物課経営安定対策室（03-3502-5601）

畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）
［交付単価］（令和８年産から適用）数量払の交付単価は品質区分に応じて設定

［面積払］当年産の作付面積に基づき数量払の先払いとして交付
２万円/10ａ（そばについては、1.3万円/10ａ）
＜交付単価のイメージ＞

標準的な
生産費

差
額

ゲタ
交付単価

標準的な
販売価格

＜数量払と面積払との関係＞
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米・畑作物の収入減少影響緩和交付金（ナラシ対策）
都道府県等地域単位で算定
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申請農業再生協議会等

営農計画書・交付申請書等の取りまとめ

平均交付単価
対象作物

免税事業者向け課税事業者向け
6,000円/60kg5,590円/60kg小麦
5,220円/50kg4,900円/50kg二条大麦
6,110円/50kg5,710円/50kg六条大麦
8,850円/60kg8,330円/60kgはだか麦
10,910円/60kg10,340円/60kg大豆

平均交付単価
対象作物

免税事業者向け課税事業者向け
5,380円/1t5,090円/1tてん菜

15,030円/1t14,090円/1tでん粉原料用
ばれいしょ

16,730円/45kg15,930円/45kgそば

6,820円/60kg6,410円/60kgなたね


